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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内の検知装置を備え、該生体内の検知装置は、
　　　発光源と、
　　　イメージングセンサと、
　　　送信装置と、
　　　発光源が光線を生成する期間、イメージングセンサが画像を撮像する期間、および
送信装置が前記画像を送信する期間からなる群から選択される期間を同期させるとともに
、画像データバッファリングを実行する制御ブロックと、
　　　検知装置内に配置され、制御ブロックに対する制御メッセージを無線受信する内部
受信装置とを含み、さらに、
　前記検知装置から画像を受信するための外部受信装置と、
　前記検知装置が患者の体内に存在する間に、選択された画像を選択された順にダウンロ
ードするとともにダウンロードされた画像を表示するように、前記外部受信装置を制御す
る、携帯型の装置と、
を備える、生体内検知システム。
【請求項２】
　前記外部受信装置は、前記生体内の検知装置から受信した画像をメモリに記録すること
と、前記画像を処理することと、前記外部受信装置のディスプレイに前記画像を表示する
こととを、同時に実行する、請求項１に記載のシステム。
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【請求項３】
　前記外部受信装置は、前記生体内の検知装置から受信した画像をメモリに記録し、また
、前記画像を処理することと前記外部受信装置のディスプレイに前記画像を表示すること
とを同時に実行する、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　ワークステーションとワークステーションのディスプレイとを備える、請求項１に記載
のシステム。
【請求項５】
　前記外部受信装置は、前記生体内の検知装置から受信したストリーム画像のうちの画像
をメモリに記録することと、前記画像を前記メモリから前記ワークステーションにダウン
ロードすることと、前記画像を前記ワークステーションのディスプレイに表示することと
を同時に実行する、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記外部受信装置は、前記生体内の検知装置から受信したストリームの画像のうちの画
像をメモリに記録し、また、前記メモリから前記ワークステーションに前記画像をダウン
ロードすることと、前記画像を前記ワークステーションのディスプレイに表示することと
を同時に実行する、請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記外部受信装置は、前記ワークステーションから制御メッセージを受信する、請求項
４に記載のシステム。
【請求項８】
　前記内部受信装置は、前記検知装置による撮像を有効にすること又は無効にすること、
撮像のための期間を制御すること、および前記検知装置からの送信を有効にすること又は
無効にすることからなる群から選択される制御メッセージを無線受信する、請求項１に記
載のシステム。
【請求項９】
　前記外部受信装置が、携帯型である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記外部受信装置は、前記携帯型の装置に含まれる、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の分野
　この発明は、生体内の撮像に関する。より特定的には、この発明は、生体内検知装置に
よって集められた情報を同時に受信し、記録し、処理し、および表示するための装置およ
び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　たとえば、画像を取得する機能を有するカプセルのような生体内装置は、人体の内腔を
通る間に、ストリーム画像を送信することができる。そのようなストリーム画像は、記録
装置のメモリに記録可能であり、たとえば、上記の人体の内腔の健康状態に関する情報源
として、人間のオペレータによって使用可能である。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　発明の要約
　この発明のある実施態様に従うと、生体内検知システムが提供され、そのシステムは、
画像撮影機能を有するカプセルのような生体内検知装置と、たとえば、当該生体内検知装
置からのストリーム画像のような情報を受信するための、および後の使用のためにメモリ
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にそのストリーム画像を格納するための受信装置／記録装置とを備える。
【０００４】
　加えて、この生体内検知システムは、ワークステーションおよび／または、たとえばリ
アルタイムで、当該受信装置／記録装置からのストリーム画像をダウンロードすることが
でき、かつ、そのストリーム画像を処理し、および／または、分析し、および／または表
示することができる携帯可能な装置を含む。この発明のある実施態様に従うと、その情報
はダウンロード可能であり、たとえばその受信装置／記録装置からリアルタイムで携帯型
のメモリにダウンロード可能である。
【０００５】
　さらに、この発明のある実施態様に従うと、受信装置／記録装置は、当該検知装置から
の入力を同時に受付ける間に、当該検知装置からの情報をたとえばメモリに記録すること
ができてもよい。関連付けられるワークステーションおよび／または携帯型の装置は、そ
の受信装置／記録装置がそのストリーム画像のうちの他の画像を記録している間に、選択
された順に選択された画像をダウンロードするために当該受信装置／記録装置を制御する
ことができてもよい。
【０００６】
　説明を単純にそして明確にするために、図に示される要素は必ずしも寸法に従って記さ
れてはいないことに注意されるべきである。たとえば、ある要素の寸法は、明確化のため
に他の要素に対して強調されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　発明の詳細な説明
　以下の詳細な説明において、この発明の実施態様の十分な理解を与えるために、数字に
よる特定の詳細が述べられている。しかしながら、この発明の実施態様がそれらの特定の
詳細なしで実施されることは、この発明の分野における通常の知識を有するものに理解さ
れるであろう。他の例においては、周知の方法、手続、構成および回路は、この発明の実
施態様を不明瞭にすることを防ぐために、詳細には述べられていない。
【０００８】
　この発明のある実施態様に従うと、生体内検出システムは、画像撮影機能を有するたと
えばカプセルのような生体内検知装置と、後の使用に備えてその生体内検知装置からスト
リーム画像を受信し、かつその画像をメモリに格納するための受信装置／記録装置とを備
える。生体内検知システムにおいては、カプセル以外のものも使用可能である。
【０００９】
　図１Ａは、例示的な生体内検知システム２の単純化された例を表わし、この発明のある
実施態様に従うと、生体内検知装置４と、受信装置／記録装置６とを含む。この発明のあ
る実施態様に従うと、検知装置４はカプセルであり得るが、他の構成が可能であり、この
発明の範囲に含まれる。
【００１０】
　この発明の実施態様は、米国出願番号１０／０４６，５４０に述べられたような生体内
検知システムあるいは装置とともに使用可能であり、ここに参照により組み入れられる。
他の実施態様に従うシステムは、イダン等（Iddan et al.）に対する米国特許第５，６０
４，５３１号に述べられている実施態様に類似する撮像装置および／または受信システム
とともに、および／または、２００１年９月１３日に公開された、名称が「生体内の撮像
のための装置およびシステム」である国際出願番号ＷＯ０１／６５９９５号とともに使用
され得るものであり、それらはすべて、ここに参照により組み入れられる。
【００１１】
　以下の記載において示されているように、検知装置４は、患者の体内にある間に、たと
えば画像のような情報を収集し得るものであり、そして、その患者の体内から無線信号１
０を介して、少なくともその情報を受信装置／記録装置６に送信することができる。受信
装置／記録装置６は、メモリ１２および／またはバッファを含み得るものであり、検知装



(4) JP 4820365 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

置４から受信した情報をメモリ１２に記録することができる。任意に、受信装置／記録装
置６は、ＬＣＤ、ＴＦＴ、ＣＲＴ、ＯＬＥＤあるいは他の適切なパネルを含み得るディス
プレイ装置１８を含み得る。このディスプレイ装置は、受信装置／記録装置６に統合され
てもよく、あるいは、受信装置／記録装置６に作動可能に接続され得る。受信装置／記録
装置６は、その受信したおよび／または記録した情報を、たとえば無線あるいは有線の媒
体を介してディスプレイ装置１８に送信し得る。
【００１２】
　他の実施態様においては、受信装置／記録装置６は、アンテナ８を含み得るあるいはア
ンテナ８に接続される把持可能なあるいは携帯型の装置であり、あるいは把持可能なある
いは携帯型の装置に含まれ得る。アンテナ８は、装置４が患者の体内にある間に、装置４
から送信されあるいは装置４に送信される無線信号１０を集めること、あるいは送信する
ことに適していてもよい。ある実施態様においては、受信装置／記録装置６は、ディスプ
レイ装置１８における表示のために、無線信号１０を例えば符号化し、あるいは復号化し
得る１つまたはそれよりも多いプロセッサ１４を、および装置４から受信した信号１０を
増幅するために適切であり得るアンプ１７を、含み得る。ある実施態様においては、受信
装置／記録装置６は、たとえば、パーソナルデジタルアシスタントあるいは他の把持可能
なあるいは携帯型のコンピュータ装置であってもよく、あるいは、含んでいてもよい。
【００１３】
　ある実施態様においては、プロセッサ１４は、検知装置４がその患者の体内にまだ存在
している間に、そして、受信装置／記録装置６が検知装置４によって集められた情報を記
録している間に、受信装置／記録装置６から集められた情報を処理し、および／または、
人間のオペレータに対して表示し得る。ディスプレイ装置１８は、液晶表示装置（ＬＣＤ
（Liquid Crystal Display））、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ（Thin Film Transistor））
、ブラウン管（ＣＲＴ（Cathode Ray Tube））、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ（Organi
c Light Emitting Device））あるいは他の適切なパネルを含み得る。
【００１４】
　ある実施態様においては、受信装置／記録装置６は、コントロールコマンドを発行する
ように構成された、たとえばキーパッド１３あるいはキーのようなコントロールパネルを
含み得る。そのようなコントロールコマンドは、たとえばプロセッサ１４によって、装置
４に対する無線信号１０によってコマンドを発行するために、符号化され、あるいは、別
の方法で処理され得る。ある実施態様においては、そのようなコントロールコマンドは、
たとえば、撮像を開始あるいは停止するための、サンプルの収集を開始しあるいは終了す
るためのコマンド、装置４の１つまたはそれよりも多い機能の状態を変更するための他の
コマンドを含み得る。
【００１５】
　動作中は、受信装置／記録装置６は、たとえば、ユーザあるいはオペレータによって、
患者の体の上に載せてあるいは近接して保持され得るものであり、そして、その患者の胃
腸の管に対応するその体の範囲の辺りを動かされる。アンテナ８は、受信装置／記録装置
６の一部であり、あるいは受信装置／記録装置６に接続され得るものであり、そして、受
信装置／記録装置６が装置４の置かれている患者の体の範囲の近くあるいは最も近いとこ
ろを過ぎた場合に、画像あるいは他の送信されたデータを収集することができる。その画
像あるいは他のデータが受信された患者の体の範囲は、ユーザあるいはオペレータに対し
て、装置４のおおよその位置の目安を与え得る。受信装置／記録装置６によって受信され
た当該画像あるいは他のデータは、生体内の範囲内で装置４の位置をさらに示し得るもの
であってもよい。他の実施態様においては、受信装置／記録装置６によって受信されたそ
の位置のデータあるいは表示されたその画像に基づいて、ユーザあるいは他のオペレータ
は、装置４をアクティブにし、あるいは停止し、もしくは動作の状態を変更するために、
装置４に信号１０を発するようにしてもよい。
【００１６】
　他の実施態様においては、装置４から送信された情報を、連続的にあるいは周期的に記
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録するために、たとえばベルトあるいは衣服２２において、患者の体に装着され得るアン
テナ２１の配列に加えて、受信装置／記録装置６が使用され得る。他の実施態様において
は、受信装置／記録装置６は、たとえばＵＳＢ、ブルートゥース（登録商標）、無線周波
数あるいは赤外線リンクのようなリンク１９を含み得るものであり、それは、アンテナ２
１、あるいは衣服２２において患者の体に装着され得るアンテナ２１に取り付けられる装
置に接続する。受信装置／記録装置６は、装置４によってアンテナ２１に向けて送信され
る画像あるいは他のデータのすべてあるいはいくつかを表示し得る。動作中は、ユーザは
、たとえばＰＤＡ、携帯電話、などのディスプレイ装置あるいは他の計算装置を有するよ
うな受信装置／記録装置６を身に付け、あるいは運び得るものであり、そして、そのよう
なユーザは、装置４によって送信されたあるいは集められたデータを、周期的に監視する
ことができる。ユーザは、たとえば医師のような遠隔地にいるオペレータに、そのような
データを、たとえばリアルタイムで送信し得る。
【００１７】
　他の実施態様においては、受信装置／記録装置６は、受信装置／記録装置６に固定され
、あるいは着脱可能であり得るメモリ１２を含んでもよい。メモリ１２の一例の網羅的で
はない一覧は、以下のいずれかの組み合せを含む：レジスタ、ラッチ、電気的に消去可能
でプログラム可能な読出専用メモリ装置（ＥＥＰＲＯＭ）、否定積（ＮＡＮＤ）フラッシ
ュメモリ装置、ノットＯＲ（ＮＯＲ）フラッシュメモリ装置、不揮発性のランダムアクセ
スメモリ装置（ＮＶＲＡＭ）、同期型ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ
）装置、ＲＡＭＢＵＳダイナミックランダムアクセスメモリ（ＲＤＲＡＭ）装置、ダブル
データレート（ＤＤＲ）メモリ装置、静的ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、ユニバ
ーサルシリアルバス（ＵＳＢ）着脱可能メモリ、コンパクトフラッシュ（登録商標）（Ｃ
Ｆ）メモリカード、パーソナルコンピュータメモリカード国際協会（ＰＣＭＣＩＡ）メモ
リカード、セキュリティアイデンティティモジュール（ＳＩＭ）カード、メモリスティッ
ク（登録商標）カード等と、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気テ
ープ等。ある実施態様においては、メモリ１２は、約１０ギガバイトのメモリを有してい
てもよい。
【００１８】
　ある実施態様においては、受信装置／記録装置６は、たとえば携帯型の送信装置１６の
ような送信機を含み得るものであり、あるいは接続されるものであってもよく、その送信
機は、装置４から受信した信号を遠隔地にいるオペレータあるいは観察者に送信し得るも
のであり、あるいは、たとえばアンテナ８を介して装置４にさらに伝送するために遠隔地
にいる観察者からの信号を受信し得る。ある実施態様においては、受信装置／記録装置６
は、リンク１９を介して情報をダウンロードすることができ、遠隔地にいる使用者にその
ような情報を送信し得るものであり、あるいは、受信装置／記録装置６もしくは受信装置
／記録装置６に接続されているメモリ１２にその情報を格納し得る。
【００１９】
　図１Ｂは、例示的な生体内検知システム２の他の例であり、この発明のある実施態様に
従うと、たとえば、生体内検知装置４と、受信装置／記録装置３０と、ノートブックある
いはラップトップコンピュータと、パーソナルデジタルアシスタントのような携帯型の装
置４０と、および／または、ワークステーション５０および／または着脱可能なメモリ６
０とを備える。
【００２０】
　以下の説明において示されるように、検知装置４は、患者の体内に存在する間に、情報
、たとえばストリーム画像のような生データを収集することができる。この発明の一実施
態様に従うと、検知装置４は、その患者の体内に存在する間に、たとえば無線あるいはハ
ードワイヤード媒体１０を介して、少なくともその情報を受信装置／記録装置３０に送信
し得る。この発明の一実施態様に従うと、受信装置／記録装置３０は、たとえば、メモリ
３２および／またはバッファを含み得るものであり、検知装置４から受信した情報をたと
えばメモリ３２に記録し得る。この発明の一実施態様に従うと、受信装置／記録装置６は
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、その受信したおよび／または記録した情報を携帯型の装置４０たとえばソニーバイオ（
登録商標）のような軽量の携帯型コンピュータ、パーソナルデジタルアシスタントおよび
／またはワークステーションに向けてたとえば、無線あるいはハードワイヤード媒体４４
（ＵＳＢケーブルのような）によって送信し得るものであり、検知装置４から受信する間
／記録する間に、および、その検知装置が患者の体内に存在する間にそのようにし得る。
【００２１】
　この発明のある実施態様に従うと、携帯型の装置４０および／またはワークステーショ
ン５０は、検知装置４がその患者の体内にまだ存在している間に、および、受信装置／記
録装置６が検知装置４によって集められた情報を記録している間に、受信装置／記録装置
６から受信したストリーム画像のような情報を処理し、および／または、たとえば人間の
オペレータに対して表示することができる。たとえば、この発明の一実施態様に従うと、
携帯型の装置４０は、ディスプレイ装置４６を含み得るものであり、たとえば、メモリ３
２に記録されたそのストリーム画像を、ディスプレイ装置４６に表示することができる。
【００２２】
　さらに、この発明のある実施態様に従うと、その情報は受信装置／記録装置３０から送
信され得るものであり、および／または、たとえば携帯型の装置４０もしくはワークステ
ーション５０を介してディスク・オン・キー（ＤｉｓｋｏｎＫｅｙ）あるいは他の小型で
軽量なメモリ装置のような着脱可能なメモリ６０に対して転送され得る。たとえば、当該
情報、すなわちストリーム画像は、受信装置／記録装置３０によって記録され得る。
【００２３】
　他の実施態様において、図１Ｃに示されるように、受信装置／記録装置３０、および／
またはワークステーション５０、および／または携帯型の装置４０は、ソフトウェアとオ
ペレーティングシステム、あるいは、他の命令を含み得るものであり、それらは、装置４
から送信されているデータあるいは画像について、表示、分析あるいは処理する能力を与
えることができる。
【００２４】
　この発明のある実施態様によると、オペレーティングシステムは、１またはそれよりも
多い手続を実行するための「ツールボックス」画面９０のような情報表示を含み得る。た
とえば、画面９０は、患者受付ボックス９２と、「着脱可能なメモリ装置にデータを転送
」ボックス９４と、リアルタイム表示ボックス９６と、終了ボックス９８とを含み得る。
他の機能が含まれていてもよい。
【００２５】
　図２は、この発明のある実施態様に従う生体内検知システム２の例示的なブロック図で
ある。この発明のある実施態様に従うと、生体内検知システム２は、生体内検知装置４と
、受信装置／記録装置２３０と、携帯型の装置２５１とを含み得るものであり、それはワ
ークステーションであり、あるいはワークステーションに含まれ得る。
【００２６】
　この発明のある実施態様に従うと、検出装置４は、容器あるいは筐体２４１を含み得る
。この発明の一実施態様に従うと、筐体の内部に、たとえば、撮像システム２１８と、制
御ブロック２２０と、送信装置２２２と、受信装置２２４とアンテナ２２６とが含まれ得
る。この発明の一実施態様に従うと、検知装置４は、少なくとも、撮像システム２１８と
制御ブロック２２０と送信装置２２２と任意の受信装置２２４に対して電力を供給するた
めの電源２２８を含み得る。
【００２７】
　この発明の一実施態様に従うと、すべての構成部品は、検知装置４の筐体に密封され得
るものであり（その筐体あるいはシェルは１つ以上の部品を含み得る）、たとえば、撮像
システム、電源、ならびに送信および制御システムは、すべて、検知装置４の筐体の内部
で密封され得る。
【００２８】
　この発明の一実施態様に従うと、検知装置４は、典型的には、自発的に飲み下すことが
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可能なカプセルであってもよく、あるいはカプセルを含んでもよいが、装置４は、他の形
状を有していてもよく、また飲み下せなくても、あるいは自発的でなくてもよい。装置４
の実施例は、典型的には、自発的であり、あるいは典型的には内蔵型である。たとえば、
装置４は、カプセル、あるいは、容器あるいはシェルの中に実質的にすべての構成部品が
含まれる他の装置でもよい。そして、装置４がたとえば電力の供給を受け、あるいは情報
を送信するために、いかなる有線あるいはケーブルを必要としない他の装置であってもよ
い。
【００２９】
　この発明のある実施態様に従うと、送信装置２２２は、たとえば装置４のさまざまな動
作を制御するための制御機能を含み得るが、制御能力あるいは、１つ又はそれよりも多い
制御の局面が離れた構成部品に含まれてもよい。
【００３０】
　この発明の一実施態様に従うと、電源２２８は、たとえば酸化銀バッテリ、リチウム電
池、コンデンサ、あるいは他の適切な電源のようなバッテリを含み得る。この発明の他の
実施態様において、電源２２８は存在しなくてもよく、当該装置は、たとえばその装置に
対して伝わる磁界あるいは電界によって、外部の電源によって電力の供給を受けてもよい
。
【００３１】
　撮像システム２１８は、光学ウインドウ２３０と、たとえば発光ダイオード（ＬＥＤ）
、ＯＬＥＤ（有機ＬＥＤ）のような少なくとも１つの発光源２３２と、イメージングセン
サ２３４と、光学系２３６とを含み得る。
【００３２】
　イメージングセンサ２３４は、固体イメージングセンサ、相補型金属酸化膜半導体（co
mplementary metal oxide semiconductor（ＣＭＯＳ））イメージングセンサ、電荷結合
素子（charge coupled device（ＣＣＤ））イメージングセンサ、リニアイメージングセ
ンサと、ラインイメージングセンサと、フレームイメージングセンサ、「カメラオンチッ
プ」イメージングセンサ、または他の適切なイメージングセンサを含み得る。
【００３３】
　この発明のある実施態様に従うと、制御ブロック２２０は、少なくとも部分的には、検
知装置４の動作を制御し得る。たとえば、制御ブロック２２０は、発光源２３２が光線を
生成する時間間隔と、イメージングセンサ２３４が画像を撮像する時間間隔と、送信装置
２２がその画像を送信する時間間隔とを同期させる。加えて、制御ブロック２２０は、送
信装置２２２と光学受信装置２２４とイメージングセンサ２３４との動作に必要なタイミ
ング信号あるいは他の信号を生成し得る。さらに、制御ブロック２２０は、たとえば画像
データバッファリングのように検知装置４の他の構成要素によって実行される動作を補う
ための動作を、実行し得る。
【００３４】
　この発明のある実施態様に従うと、制御ブロック２２０は、たとえば組み合せ論理、ス
テートマシン、コントローラ、プロセッサ、メモリ要素その他のような論理コンポーネン
トのいかなる組み合せも含み得る。
【００３５】
　制御ブロック２２０と送信装置２２２と受信装置２２４とイメージングセンサ２３４と
は、半導体のダイのいかなる組み合せにおいても実現され得る。たとえば、そしてこの発
明はこの点に限られないけれども、制御ブロック２２０と送信装置２２２と受信装置２２
４とは、第１の半導体のダイの一部であってもよく、また、イメージングセンサ２３４は
、第２の半導体のダイの一部であってもよい。さらに、そのような半導体のダイは、特定
用途向け集積回路（application-specific integrated circuit（ＡＳＩＣ））であって
もよく、あるいは、特定用途向け汎用集積回路（application-specific standard produc
t（ＡＳＳＰ））の一部であってもよい。ある実施態様に従うと、ダイは積み重ねられて
もよい。ある実施態様に従うと、当該構成部品のいくつかあるいはすべては、同じダイの
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上にあってもよい。
【００３６】
　この発明のある実施態様に従うと、発光源２３２は、光学ウインドウ２３１を透過する
ことができ、かつ、人体の内腔の内部２４０を照射することができる光線２３８を発生し
得る。人体の内腔の一例の網羅的でない一覧は、胃腸管（ＧＩ）と、血管と、生殖器官と
他の妥当な人体の内腔とを含み得る。
【００３７】
　人体の内腔の内部２４０からの光線２３８の反射光２４２は、光学ウインドウ２３０を
透過して検知装置４に戻り得るものであり、光学系２３６によってイメージングセンサ２
３４上で焦点が合わされ得る。この発明のある実施態様に従うと、イメージングセンサ２
３４はその焦点が合った反射光２４２を受信し得るものであり、制御ブロック２２０から
の画像取得コマンド２４４に応答して、イメージングセンサ２３４は、人体の内腔の内部
２４０の画像をキャプチャし得る。この発明のある実施態様に従うと、制御ブロック２２
０は、有線２４６を介して、イメージングセンサ２３４から内部２４０の画像を受信し得
るものであり、アンテナ２２６を介して無線媒体２１０に対して内部２４０の画像を送信
するために送信装置２２２を制御することができる。
【００３８】
　検知装置４は、人体の内腔の軸に沿って、受動的にあるいは能動的に前進し得る。その
前進に実質的に同等であり、あるいはなくてもよく、また、関連付けられ、もしくは関連
付けられない時間の間隔ごとに、制御ブロック２２０は、イメージングセンサ２３４によ
る画像の取得を開始し得るものであり、そして、その取得された画像を送信するために送
信装置２２２を制御することができる。結果として、その人体の内腔の内部のストリーム
画像は、検知装置４から無線媒体２１０を介して送信され得る。
【００３９】
　装置４は、「無線通信フレーム」に組み込まれた取得画像を送信し得る。無線通信フレ
ームのペイロード部は、取得された画像を含み得るものであり、たとえばテレメトリー情
報、および／または、巡回冗長コード（cyclic redundancy code（ＣＲＣ））および／ま
たは、エラー訂正符号（ＥＣＣ）のような付加データを含み得る。加えて、無線通信フレ
ームは、オーバーヘッド部を含み得るものであり、それは、たとえば、フレーミングビッ
ト、同期ビット、プリアンブルビットなどを含み得る。
【００４０】
　この発明のある実施態様に従うと、受信装置／記録装置２３０は、アンテナ２４８と、
たとえばＲＦ受信装置２５０のような受信装置と、光学送信装置（ＴＸ）２５２と、デジ
タルモデム２５４と、メモリコントローラ２５６と、プロセッサ（ｕＰ）２５８と、たと
えばユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）コントローラ２６０のような通信コントローラ
とを含み得る。この発明の他の実施態様に従うと、送信装置５２は、受信装置／記録装置
２３０から独立した装置であってもよい。
【００４１】
　この発明のある実施態様に従うと、プロセッサ２５８は、たとえばバス２６２を介して
、ＲＦ受信装置２５０と、任意の送信装置２５２と、デジタルモデム２５４と、メモリコ
ントローラ２５６と、ＵＳＢコントローラ２６０との動作を制御することができる。加え
て、ＲＦ受信装置２５０と、任意の送信装置２５２と、デジタルモデム２５４と、メモリ
コントローラ２５６と、プロセッサ２５８と、ＵＳＢコントローラ２６０とは、バス２６
２を介して、検知装置４あるいはその各部から受信した画像のようなデータを交換するこ
とができる。制御あるいはデータ交換のための他の方法が可能であって当該発明の範囲内
であることが、理解され得る。
【００４２】
　この発明のある実施態様に従うと、アンテナ２４８は、受信装置／記録装置２３０の内
部あるいは外部に装着され得るものであり、ＲＦ受信装置２５０と任意の送信装置２５２
とはいずれも、アンテナ２４８に接続され得る。この発明のある実施態様に従うと、送信
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装置２５２は、アンテナ２４８を介して、無線メッセージを検知装置４に対して送信する
ことができる。この発明のある実施態様に従うと、ＲＦ受信装置２５０は、アンテナ２４
８を介して、検知装置４からの、たとえば、無線通信フレームのストリームのような伝送
信号を受信することができ、その受信された無線通信フレームに対応する信号２６４を出
力し得る。
【００４３】
　この発明のある実施態様に従うと、デジタルモデム２５４は、ＲＦ受信装置２５０のサ
ンプリングされたアナログ信号のビット２６４を受信し得るものであり、そのアナログ信
号２６４から作られたデジタルビット２６５を出力することができ、たとえば、プロセッ
サ２５８によって受信されるペイロード有効指示２６６を出力することができ。この発明
のある実施態様に従うと、ペイロード有効指示２６６は、ペイロード部（図３の３０６）
の間、たとえば、ハイ（high）論理レベルまで、デジタルモデム２５４によってアサート
され得るものであり、その他の場合は、たとえばロー（low）論理レベルまでデジタルモ
デム２５４によってデ・アサートされ得る。ペイロードビット２６５は、メモリコントロ
ーラ２５６によって受信され得るものであり、ペイロード有効指示２６６は、プロセッサ
２５８によって受信され得る。
【００４４】
　メモリコントローラ２５６は、書込ダイレクトメモリアクセス（write direct memory 
access（ＤＭＡ））コントローラ２６８と、読取ＤＭＡコントローラ２７０と、ヘッダ記
憶部２７２と、書込ページポインタ記憶部２７４と、読取ページポインタ記憶部２７６と
、読取／書込バーストサイズ記憶部２７７とを含み得る。ペイロード有効指示２６６のア
サートに応答して、プロセッサ２５８は、書込ページポインタ記憶部２７４に、メモリ２
１２のページに対するポインタを格納することができ、任意に、ヘッダを、ヘッダ記憶部
２７２に格納し得る。加えて、プロセッサ２５８は、デジタルモデム２５４から無線通信
フレームのペイロードビット２６５を受信するために、書込ＤＭＡコントローラ２６８を
起動することができ、そのペイロードビット２６５をメモリ２１２に保存し得る。この発
明のある実施態様に従うと、受信装置／記録装置２３０は、媒体２１４を介して、ワーク
ステーション２５１および／または携帯型の装置と通信することができる。たとえば、こ
の発明のある実施態様に従うと、受信装置／記録装置２３０は、メモリ２１２に記録され
ているペイロードをワークステーション２５１に転送することができ、また、ワークステ
ーション２５１から制御信号を受信することができる。この発明はこの点に限られるもの
ではないが、媒体２１４は、たとえばＵＳＢケーブルであってもよく、受信装置／記録装
置２３０のＵＳＢコントローラ２６０または装置２５１のＵＳＢコントローラ２８０に接
続されてもよい。代替的に、媒体２１４は、無線であってもよく、受信装置／記録装置２
３０および装置２５１は、無線で通信し得る。
【００４５】
　この発明のある実施態様に従うと、受信装置／記録装置２３０は、ＵＳＢコントローラ
２６０あるいは他の適切なリンクを介して、検知装置４から装置２５１に受信されたよう
にストリームのペイロードの送信をたとえば開始するための制御信号を、装置２５１から
受信し得るものであり、そのストリームの特定のペイロードにおいて開始する。ＵＳＢコ
ントローラ６０は、その制御信号を、バス６２を介して、プロセッサ５８に転送し得る。
【００４６】
　この発明のある実施態様に従うと、装置２５１から受信した制御信号に応答して、プロ
セッサ２５８は、メモリコントローラ２５６およびＵＳＢコントローラ２６０をプログラ
ムして、読取ＤＭＡコントローラ２７０が装置２５１によって要求された順番に、メモリ
２１２からペイロードをフェッチし、そのフェッチしたペイロードをＵＳＢコントローラ
２６０に送り、かつ、ＵＳＢコントローラ２６０がそのフェッチされたペイロードを装置
２５１に送信する。たとえば、プロセッサ２５８は、読取ページポインタ記憶部２７６に
対して、読取ＤＭＡコントローラ２７０がメモリ２１２のどこからペイロードのフェッチ
を開始することができるかの部分に対するポインタを書き込むことができる。加えて、プ
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ロセッサ２５８は、読取／書込バーストサイズ記憶部２７７に対して、読取ＤＭＡコント
ローラ２７０が一度のバーストによってフェッチできるメモリ２１２の部分の数を書き込
み得る。
【００４７】
　読取ＤＭＡコントローラ２７０は、書込ＤＭＡコントローラ２６８がメモリ２１２にア
クセスしていない間に、記録されているペイロードをフェッチするために、メモリバス２
７８を介して、メモリ２１２にアクセスし得る。少なくともこの目的のために、書込ＤＭ
Ａコントローラ２６８は、たとえば、指示２８４を読取ＤＭＡコントローラ２７０に出力
し得る。この発明のある実施態様に従うと、書込ＤＭＡコントローラ２６８は、ペイロー
ド有効指示２６６のアサートに応答して、たとえば指示２８４をハイ論理レベルにアサー
トし得る。そして、たとえば、当該ヘッダをメモリ２１２に書き込むことが完了した後に
、指示２８４をロー論理レベルにデ・アサートし得る。この発明のある実施態様に従うと
、読取ＤＭＡコントローラ２７０は、指示２８４がデ・アサートされた後に、メモリ２１
２から、記録されているペイロードのフェッチを開始することができ、そして、メモリ２
１２から、読取／書込バーストサイズ記憶部２７７に格納されている数に等しい部分の数
をフェッチすることができる。
【００４８】
　たとえば、この発明のある実施態様に従うと、読取／書込バーストサイズ記憶部２７７
に格納されている数は、読取ページポインタ記憶部２７６に格納されているポインタの数
に、および／または、読取ＤＭＡコントローラ２７０がメモリ２１２から記録されている
ペイロードをフェッチするために利用可能な時間に、関連付けられ得る。
【００４９】
　読取ＤＭＡコントローラ２７０は、たとえばバス２６２を介して、バーストの終了をプ
ロセッサ２５８に通知するために、指示をプロセッサ２５８に送信し得る。
【００５０】
　ある実施態様に従うと、そのメモリにおける逆方向および順方向への動きはイネーブル
され得る。他の実施態様に従うと、データは、デジタルモデム２５４からＵＳＢコントロ
ーラ２６０に直接に送信（たとえば、フェッチ）され得る。したがって、読取ＤＭＡ２７
０に対する書き込みは必要でなくなり得る。ある実施態様に従うと、読取ＤＭＡ２７０は
、受信装置／記録装置２３０に含まれている必要がない。
【００５１】
　装置２５１は、プロセッサ２８６と、たとえばマウスあるいはキーボードのような少な
くとも１つのヒューマンインターフェイス装置（human interface device（ＨＩＤ））２
８８と、メモリ２９０と、ディスプレイ装置２１６に接続される表示コントローラ２９２
とを含み得る。
【００５２】
　この発明のある実施態様に従うと、プロセッサ２５８は、バス２９４を介して、ＵＳＢ
コントローラ２８０、ＨＩＤ２８８、メモリ２９０および表示コントローラ２９２の動作
を制御することができる。加えて、ＵＳＢコントローラ２８０とプロセッサ２８６とＨＩ
Ｄ２８８とメモリ２９０と表示コントローラ２９２とは、バス２９４を介して、たとえば
受信装置／記録装置２３０から受信した無線通信フレームのペイロード、あるいは、その
受信装置／記録装置２３０の部分から受信した無線通信フレームのペイロードのようなデ
ータを、交換することができる。
【００５３】
　この発明のある実施態様に従うと、受信装置／記録装置２３０から受信した無線通信フ
レームのペイロードは、バス２９４を介して、あるいはプロセッサ２８６によって、ＵＳ
Ｂコントローラ２８０からメモリ２９０に対して、ＤＭＡプロセスにおいて転送され得る
。
【００５４】
　この発明のある実施態様に従うと、画像は、メモリ２９０に格納されているペイロード
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から抽出されてもよく、表示されるために表示コントローラ２９２によってディスプレイ
装置２１６に転送されてもよく、および／または、プロセッサ２８６によって分析されて
もよい。
【００５５】
　プロセッサ２５８および２８６の一例の網羅的でない一覧は、中央処理装置（central 
processing unit（ＣＰＵ））、デジタル信号プロセッサ（digital signal processor（
ＤＳＰ））、縮小命令セットコンピュータ（reduced instruction set computer（ＲＩＳ
Ｃ））、複雑命令セットコンピュータ（complex instruction set computer（ＣＩＳＣ）
）等を含む。さらに、プロセッサ２２０，２５８および／または２８６は、特定用途向け
集積回路（application specific integrated circuit（ＡＳＩＣ））の一部であっても
よく、あるいは、各々特定用途向け汎用集積回路（application specific standard prod
uct（ＡＳＳＰ））の一部であってもよい。
【００５６】
　装置２５１の一例の網羅的でない一覧は、ＯＥＭ（original equipment manufacturer
）向けのワークステーション、デスクトップ型のパーソナルコンピュータ、サーバコンピ
ュータ、ラップトプコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント、ノートブックコン
ピュータ、携帯型のコンピュータ等を含み得る。
【００５７】
　次に、この発明の実施態様に従う生体内検知システム２において生じ得るイベントを表
わす、単純化されたタイミング図である図３が参照される。
【００５８】
　この発明のある実施態様に従うと、検知装置４によって送信される無線通信フレームの
例示的なペイロードは、たとえば２５６画素×２５６画素およびＥＣＣからなる取得され
た画像を含み得る。検知装置４は、たとえば、５００ミリ秒（ｍＳ）の実質的に等しいフ
レーム時間間隔（３００）について１秒当たり２つの無線通信フレームを送信し得る。フ
レームタイム間隔の送信部分（３０２）の間、検知装置４は、無線通信フレームを送信す
ることができ、フレーム時間間隔の停止部分（３０４）の間、検知装置４は、送信するこ
とができない。加えて、送信部分（３０２）のうちのペイロード部分（３０６）の間、検
知装置４は、無線通信フレームのペイロードを送信することができ、一方、送信部（３０
２）の残りの間、検知装置４は、無線通信フレームのオーバーヘッドを送信することがで
きる。他の実施態様に従うと、停止部分（３０４）は、必要でなくてもよい。フェッチ動
作および送信は、たとえば以下に述べられるように、送信期間（３０２）の間ほとんど同
時に実行され得る。
【００５９】
　この発明のある実施態様に従うと、任意の受信装置２２４は、アンテナ２２６によって
無線媒体２１０を介して無線メッセージを受信することができ、制御ブロック２２０は、
これらのメッセージを取得することができる。そのようなメッセージの一例の網羅的でな
い一覧は、検知装置４による撮像を有効にすること又は無効にすること、画像の撮影のた
めのタイムインターバルを制御すること、検知装置４からの送信を有効にすること又は無
効にすること、その他の適切なメッセージを含む。
【００６０】
　この発明のある実施態様に従うと、書込ＤＭＡコントローラ２６８は、ペイロードビッ
ト２６５を受信することができ、メモリバス２７８を介してメモリ２１２にアクセスする
ことができ、書込ページポインタ記憶部２７４に格納されているポインタによって示され
るメモリ２１２の部分に、ペイロードビット２６５を格納し得る。ペイロード有効指示２
６６の後に続くデ・アサートに応答して、プロセッサ２５８は、ペイロードビット２６５
の終わりを示すために制御信号をメモリコントローラ２５６に送信し得る。応答して、書
込ＤＭＡコントローラ２６８は、ペイロードビット２６５の最後のバイトに、あるいはメ
モリ２１２における最初のバイトの前に、ヘッダ記憶部２７２に格納されているヘッダを
付加してもよく、そして、その動作を終了することができる。この発明のある実施態様に
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従うと、図３に示されるように、実質的に重複するペイロード部分（３０６）のタイムイ
ンターバルの間、ＲＦ受信装置２５０によって受信されたペイロードは、メモリ２１２に
格納され、一方、ペイロード（３０６）に加えられるタイムインターバル（３０８）の間
、ヘッダ記憶部２７２に格納されているヘッダは、メモリ２１２に格納される。
【００６１】
　この発明のある実施態様に従うと、ペイロードビット２６を独立してメモリ２１２に格
納するために書込ＤＭＡコントローラ２６８を駆動しているプロセッサ２５８のプロセス
は、一連の無線通信フレームのフレームについて反復し得る。さらに、検知装置４から受
信されたペイロードの順序は、メモリ２１２において追跡可能であってもよい。
【００６２】
　次に、この発明のある実施態様に従って検知装置の動作のタイミング図を表わす概念的
な図である図４Ａおよび４Ｂが参照される。この発明のある実施態様に従うと、図４Ａに
示されるように、全体の記録期間４１０、すなわち受信装置／記録装置６によってメモリ
１２に対して検知装置４から受信した情報を記録することは、時刻Ｔにおいて始まり、時
刻Ｔ１において終了し得る。ダウンロード／処理期間４２０および同時に表示する期間４
４０、たとえば受信装置／記録装置６からワークステーション５０に対して情報をダウン
ロードすることおよびその情報を表示することは、時刻Ｔ１において始まり、時刻Ｔ２に
おいて終了し得る。ある実施態様に従うと、受信装置／記録装置６は、メモリ１２にその
情報を記録してもよく（記録期間４１０）、その後に、その情報を処理し、および／また
はディスプレイ装置１８のようなディスプレイ装置にその情報を表示してもよい（ダウン
ロード／処理期間４２０および表示期間４３０）。
【００６３】
　この発明のある実施態様に従うと、たとえば図４Ｂに示されるように、記録期間４４０
、ダウンロード／処理期間４５０および表示期間４６０はすべて、時刻Ｔにおいて開始し
、時刻Ｔ１において終了し得る。たとえば、生体内検知システムは、ストリーム画像のよ
うな情報を同時に記録し、ダウンロードし、表示してもよく、したがって、当該検知装置
が患者の体内に存在する間に、その患者の内腔のリアルタイムの表示を可能にすることが
できる。
【００６４】
　この発明の一実施態様に従うと、受信装置／記録装置６は、メモリ１２のようなメモリ
に検知装置４から受信した情報を記録し、その情報を処理し、かつディスプレイ装置１８
のような表示装置にその情報を（図１Ａに示されるように）表示することを同時に行なっ
てもよい。
【００６５】
　この発明の他の実施態様に従うと、受信装置／記録装置６は、メモリ３２のようなメモ
リに検知装置４から受信した情報を記録し、そのメモリからワークステーション５０ある
いは携帯型の装置にその情報をダウンロードすることを同時に行なってもよい。その情報
は、ダウンロード／処理期間４５０および記録期間４４０の間、ディスプレイ装置４６の
ような表示装置に同時に表示されてもよい。
【００６６】
　この発明のある実施態様に従うと、制御ボタンがディスプレイ装置１８のような表示装
置に含まれていてもよく、当該検知装置が患者の体内に存在する間、また、記録期間４４
０およびダウンロード／処理期間４５０の間、たとえば、リアルタイムで、ユーザがたと
えばストリーム画像の早送り、巻戻し、再生の停止、あるいは先頭もしくは終了への移動
を可能にしてもよい。
【００６７】
　図５Ａは、この発明のある実施態様に従って、生体内検知装置によって集められたたと
えばストリーム画像の情報を同時に受信しおよび表示するための方法の概念的なフローチ
ャートである。ステップ５１０にて、情報、たとえばストリームの画像は、検知装置４が
患者の体内に存在する間、たとえば受信装置／記録装置６を使用することによって検知装
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置４から受信され得る。ステップ５２０にて、その情報は、受信装置／記録装置６によっ
て、たとえばメモリ１２に記録され得る。ステップ５３０にて、その情報は、その受信装
置／記録装置によって処理され、および／または、たとえばメモリ１２からワークステー
ションにダウンロードされ得るものであり、同時に、たとえばディスプレイ装置４６に（
たとえば図１Ｂに示されるように）表示され得る。
【００６８】
　図５Ｂは、この発明のある実施態様に従って生体内の場所をリアルタイムで表示するた
めの方法の概念的なフローチャートである。ステップ５６０にて、情報は、たとえば受信
装置／記録装置６を使用することによって、検知装置から受信され得る。ステップ５７０
にて、その検知装置によって送信された情報は、同時に、メモリに記録され、その受信装
置／記録装置によって処理され、および／またはそのメモリからたとえばワークステーシ
ョン５０にダウンロードされ得る。その情報は、受信装置／記録装置がその情報を記録し
処理しあるいはダウンロードしている間、たとえばディスプレイ装置４６に表示され得る
ものであり、これにより、検知装置４が患者の体内に存在する間もリアルタイム表示が可
能になる。
【００６９】
　図６は、この発明のある実施態様に従って情報を受信するための方法の例示的で簡略化
された概念的なフローチャートの一例である。ステップ６１０にて、情報、たとえばスト
リームの画像は、たとえば受信装置／記録装置３０を使用することによって検知装置４か
ら受信され得る。その間、検知装置４は患者の体内に存在している。ステップ６２０にて
、その情報は、メモリ３２のようなメモリに、（図１Ｂに示されるように）たとえば受信
装置／記録装置６を用いて記録される。ステップ６３０にて、その情報は、たとえばメモ
リ３２から５ギガのディスクオンキー（５Ｇ　DiskonKey）のような着脱可能なメモリに
ダウンロードされ得る。ある実施態様に従うと、その情報は、受信装置／記録装置３０に
よって同時に記録されてもよく、たとえば着脱可能なメモリ６０によってダウンロードさ
れてもよい。ステップ６４０にて、ダウンロードされたその情報は、たとえば、患者のチ
ェックイン情報あるいは他の情報とともに処理のための中央サイトに送られ得る。当該中
央サイトは、たとえば、生体内検知装置４から得られたデータをプレビューするための訓
練を受けた、健康についての専門家を擁する病院あるいは読み取りセンターなどであり得
る。
【００７０】
　図７は、この発明のある実施態様に従う、データを受信するための方法について例示的
で簡略化された概念的なフローチャートの例示である。ステップ７１０にて、ユーザある
いはオペレータは、たとえば胃腸管あるいは生体内センサが患者の体内にある患者のその
胃腸管の他の範囲に従って、体の範囲にわたって受信装置／記録装置を移動させ得る。
【００７１】
　ステップ７２０にて、生体内センサのおおよその位置がたとえば当該受信装置／記録装
置の位置に基づいて、当該センサからの信号がその受信装置／記録装置によって受信され
たときに決定され得る。たとえば、ユーザは、その患者の腹部にわたって、その受信装置
／記録装置をあてがうことができ、画像がディスプレイ装置に現われたときにそれを停止
する。ある実施態様においては、位置の決定は、行なわれなくてもよい。
【００７２】
　ステップ７３０にて、受信装置／記録装置は、当該生体内センサから受信された画像あ
るいはその他の情報を表示し得る。
【００７３】
　ある実施態様においては、画像は、記録され、あるいは当該受信装置／記録装置から、
たとえば携帯電話のあるいは他の電磁波によってメモリにあるいは遠隔地にいるユーザに
送信され得る。
【００７４】
　この発明のある特徴がここに示され述べられてきたが、多くの変形、置換、変更あるい
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は均等物がこの分野における当業者の心に浮かぶであろう。したがって、添付されたクレ
ームは、この発明の精神の中に含まれるそのような全ての修正を含むことが意図されてい
ることが理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１Ａ】この発明のある実施態様に従う、検知装置および受信装置／記録装置を含む例
示的な生体内検知システムの簡略化された例示である。
【図１Ｂ】この発明のある実施態様に従う、検知装置および受信装置、記録装置、ワーク
ステーション、携帯型装置および携帯型メモリを含む例示的な生体内検知システムの簡略
化された例示である。
【図１Ｃ】この発明のある実施態様に従う例示的なツールボックスの画面である。
【図２】この発明のある実施態様に従う、生体内検知システムの例示的な簡略化されたブ
ロック図の例示である。
【図３】この発明のある実施態様に従う、生体内検知システムにおいて生じ得るイベント
を表わす簡略化されたタイミング図である。
【図４Ａ】この発明のある実施態様に従う当該検知装置のタイミング図を表わす例示的な
図である。
【図４Ｂ】この発明のある実施態様に従う当該検知装置のタイミング図を表わす概念的な
図である。
【図５Ａ】この発明のある実施態様に従う、生体内検知装置によって集められた情報を同
時に受信しおよび表示するための方法の概念的なフローチャートである。
【図５Ｂ】この発明のある実施態様に従う、生体内の場所をリアルタイムで表示するため
の方法の概念的なフローチャートである。
【図６】この発明のある実施態様に従う、生体内の場所をリアルタイムで表示するための
方法の他の概念的なフローチャートである。
【図７】この発明の他の実施態様に従う、生体内の場所をリアルタイムで表示するための
方法の他の概念的なフローチャートである。
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